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ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｲ － － － － － － － － － － － － － － － － － － A B

ｳｴｵ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路上の段又は階段 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(1) 視覚障害者等が利用する主たる外部出入口 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路を構成する外部出入口 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(3)
高齢者等利用経路を構成する出入口（外部出入口
除く）

ｱ～ｴ ● ● ● ● ● ● － ● ● － ●1 － － － － － － － － －

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｲ － ● － ●かつC － － － － － － － － － － － － － － － －

ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B
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(1)(2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(4)～(9) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(1) 高齢者等が利用する傾斜路 ｱ～ｵ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路を構成する傾斜路 ｲｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

６エレベーター
その他の昇降機

(4) 高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機 ｱｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

ｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

ｱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

ｲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(7) 腰掛式便房 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

(1) 高齢者等が利用する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(2) 高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

(3) 視覚障害者等が利用する敷地内の通路 ｱ～ｳ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 A B

10駐車場
(3)
(4)

高齢者等が利用する駐車台数が30台以上の駐車
場を設ける場合の車椅子使用者利用駐車施設

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 ●1 － －

11浴室等
(2)
(3)

高齢者等が利用するシャワー室 ｱ～ｵ ● － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

・幅≧350cm　・高齢者等利用経路の短縮　・JIS適合図の表示　・案内板

・シャワー用区画（出入口の幅≧80cm、手すり、固定式腰掛台の高さ）
・更衣用区画（出入口の幅≧80cm）　・滑りにくい仕上げ

高齢者等が利用する便所のうち１以上
・洗面所（・洗面器の高さ、手すり、水洗器具）

・男子用小便器（形式、手すり）

・戸の構造　・腰掛便座、手すり等の配置　・便器の洗浄装置

９敷地内の通路

・滑りにくい仕上げ　・段がある部分の基準　・傾斜路の基準

・通路の幅　・転回場所　・戸の構造等　・傾斜路の基準　・排水溝の基準

・視覚障害者利用経路　・線状ブロック等及び点状ブロック等　・音声等の誘導設備

５傾斜路

・滑りにくい仕上げ　・握りやすい高さの手すり　・傾斜路を容易に識別できる措置
・側板又は立ち上がり　・傾斜路踊場の点状ブロック等

・勾配≦1/12　・高さ≦75cmごとに踏幅≧150cmの踊場

・告示規定の特殊構造昇降機　・昇降路出入口部分の水平面

７便所

(2) 高齢者等が利用する便所
・出入口（・傾斜路の幅及び勾配　・出入口の幅　・戸の構造等）

・滑りにくい仕上げ

(3)

(4) 固定式の記載用カウンター又は公衆電話台
・記載用カウンター

・公衆電話台

４階段 高齢者等が利用する階段

・滑りにくい仕上げ　・片側に握りやすい高さの手すり

・段を容易に識別できる措置　・段鼻のつまずき防止　・蹴込み板及び滑り止め
・側板又は立ち上がり　・回り階段　・階段踊場の点状ブロック等

２出入口

・点状ブロック等

・幅≧80cm　・戸の構造等

・幅≧80cm　・戸の構造等　・戸の前後に高低差なし

３廊下等

(1) 高齢者等が利用する廊下等

・滑りにくい仕上げ

・握りやすい高さの手すり

・階段又は傾斜路の点状ブロック等

１高齢者等利用経路
(1) 高齢者等利用経路

・高齢者等利用居室（共同住宅・寄宿舎の集会室等含む）、劇場等の車椅子使用者利用区画

・共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室

・車椅子使用者利用便房　・車椅子使用者利用駐車施設　・公共用歩廊

・段又は階段を設けない　・傾斜路、EV、その他の昇降機の併設

室数の合計51室以上の規模

主として高齢者又は障害者が利用するものに限る

固定式カウンター、公衆電話台を設置する場合に適用

特　定　施　設　整　備　基　準　（　規　則　別　表　第　３　第　１　）

凡例：特定施設整備基準を適用する規模等

規則別表第１、第２に掲げる「基準規模」 規則別表第３第１による規模等

全ての規模 戸数の合計21戸以上の規模

床面積の合計100㎡以上の規模
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規則別表第２

【官公署、公衆便所、ホテル等、路外駐車場等を除く】
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■ 特 定 施 設 整 備 基 準 適 用 表 ■ 1000㎡未満用
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